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１ 事業概要 

（１）事業名称 
西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業 

（２）公共施設等の管理者等の名称 
西宮市長 石井 登志郎 

（３）事業目的 
現在の陸上競技場は昭和 32 年、テニスコートは昭和 38年、中央体育館は昭和 40年に竣工

し、老朽化に伴う施設の再整備が急務となっている。 

また、西宮中央運動公園は、市南部地域の地域防災拠点として位置付けられ、中央体育館は、

避難所となっているため、公園と隣接する優位性を活かしたスポーツ・レクリエーション施設

としての機能や災害対策活動の拠点としての機能の充実が求められている。こうした現状を踏

まえ、新たな整備方針として、平成 31 年２月に「西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競

技場等再整備基本計画」（以下「基本計画」という。）が策定されたところである。 

本事業は、基本計画に示す整備基本方針「スポーツ活動や健康づくりの促進につながる運動

公園」、「トップレベルのスポーツをはじめとした多様な用途に対応できる総合運動施設」、

「緑豊かなスポーツと文化の交流施設としての公園」、「誰もが利用しやすく、環境に配慮した

公園施設」、「防災機能も総合的に備えた施設」及び「民間活力を活用した区域全体の一体的な

整備と管理運営」に根ざした施設を整備するにあたり、民間の有する資金やノウハウ等を活用

し、効率的な施設の整備及び運営・維持管理が期待できるＰＦＩ事業として実施するものであ

る。 

（新型コロナウイルス感染症拡大以降） 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、本市財政状況の見通しが不透明となったこと

により、令和２年６月に本事業はやむなく停止することとなった。 

この間、私たちの日常生活に様々な影響を及ぼすとともに、スポーツが果たす役割も変化し

ており、特に野外での活動を通じた余暇の充実や、健康の維持、コミュニティ形成への関心は

ますます高まりを見せている。そうした社会情勢を考慮しつつ、本事業の再開にあたり市の考

え方を整理した。 

本事業は、単なる従来の公園やスポーツ施設の更新・機能強化にとどまらず、「住みたい街」

としてのブランドイメージを維持・向上させるとともに、多様化するライフスタイルに応える

べく、公園内にスポーツ施設がある立地を活かし公園と各施設を互いに共鳴させ、さまざまな

遊び・楽しみ・コミュニケーションを誘発する公園を目標とする。 

特に重要と考える点については下記の通りである。 

 

・ 公園全体のランドスケープに配慮した、だれもが利用しやすく環境にやさしい公園 

・ スポーツと公園の相乗効果によるにぎわいとコミュニティを創出するしかけ 

・ 市民大会をはじめとした「する」スポーツが中心のスポーツ施設 

・ 多様な活動やイベントを受け入れる公園空間と一体となったスポーツ施設の整備 
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・ 変化するライフスタイルにふさわしい魅力的なサービス提供及び施設運営 

（４）事業方式 
本事業は、ＰＦＩ法に基づき実施するものとし、事業者は事業用地内に新たに整備される公

園等施設（公園施設、防災施設等）及び建築施設（新中央体育館、新陸上競技場）の整備を行

った後、市に所有権を移転し、事業期間中において運営・維持管理を実施するＢＴＯ方式（Build 

Transfer Operate）とする。なお、雨水貯留槽、大気汚染常時監視測定局、その他施設はＢＴ

方式（Build Transfer）とする。 

（５）事業期間 
本事業の事業期間の一例を下記のとおり示す。詳細については、事業者の提案に基づき決定す

る。 

ただし、事業者は以下を遵守した提案とする必要がある。 

・現中央体育館は、新中央体育館の供用開始に合わせて運営・維持管理を終了するため、現中

央体育館の解体工事着手は新中央体育館の供用開始後とする。 

・公園全体の供用開始の最終期限は、原則として令和11（2029）年３月末日とする。ただし、

新陸上競技場を南北方向に配置する場合等、市が事業者の提案を確認の上やむを得ないと認

める場合は、当該最終期限について１年を限度として延長することを可とする。なお、提案

内容の確認及び延長可否の判断の時期は入札説明書に示す。 

・新中央体育館、新陸上競技場、公園等施設、民間提案施設等の運営・維持管理期間は、供用

開始日に関わらず令和30（2048）年３月末日の終了とする。 

・解体対象施設部分を含み建設を行う位置に対しては、事業者はできる限りすみやかに埋蔵文

化財の確認調査を実施すること。また、調査完了後、工事着手まで相当期間がある場合は、

利用に支障が出ない程度にすみやかに復旧し一般の使用を再開するものとする。なお、本発

掘調査が必要となった場合の費用及び工期延伸リスクは市の負担とする。本発掘調査は、調

査に影響がない範囲の他工事と並行して実施するなど、必要コストが最小となるように努め、

実施方法については市と協議すること。 

・既存施設のテニスコート及び第２（中屋町）駐車場、また解体前の現施設の第１（河原町）

駐車場及び駐輪場の運営・維持管理の実施主体は、新中央体育館の供用開始前までは現管理

者、供用開始後は事業者とする。 
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本事業の事業期間の一例 
第１期（現多目的グラウンド・現陸上競技場等の解体、埋蔵文化財調査） 

現多目的グラウンド・現陸上競技場・

現遊具広場等の公園施設の解体期間

（準備工事を含む。） 

令和６年（2024）４月 

～令和７（2025）年８月 

埋蔵文化財確認調査期間 
令和６年（2024）４月 

～令和７（2025）年８月 

 
第２期（建築施設（新中央体育館、新陸上競技場）の整備運営、水路の改築・付替え・移設） 

新 中 央

体育館 

造成・建設期間 令和７（2025）年９月～令和９（2027）年８月 

引き渡し日 令和９（2027）年８月末日 

開業準備期間 令和９（2027）年９月～令和９（2027）年 11 月 

供用開始日 令和９（2027）年 12 月１日 

運営・維持管理期間 令和９（2027）年 12 月～令和 30（2048）年３月 

新 陸 上

競技場 

造成・建設期間 令和７（2025）年９月～令和９（2027）年２月 

引き渡し日 令和９（2027）年２月末日 

開業準備期間 令和９（2027）年３月 

供用開始日 令和９（2027）年４月１日 

運営・維持管理期間 令和９（2027）年４月～令和 30（2048）年３月 

 
第３期（現中央体育館等の解体、公園等施設（水路を除く）、その他施設、民間提案施設等の

整備運営） 

現中央体育館・西宮スポーツセンター

の解体期間（準備工事を含む。） 
令和９（2027）年 12 月～令和 10（2028）年８月 

公園等施設（水路を除く）、民間提案施

設等の整備 
令和９（2027）年 12 月～令和 11（2029）年２月 

その他施設の整備 令和９（2027）年 12 月～令和 11（2029）年２月 

供用開始日 令和 11（2029）年３月１日 

公園等施設、民間提案施設等の運営・

維持管理期間 
令和 11（2029）年３月～令和 30（2048）年３月 
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（６）事業範囲 
ア 統括管理業務 

（ア）統括マネジメント業務 
（イ）総務・経理業務 
（ウ）事業評価業務 
イ 施設整備業務 

（ア）設計業務及び設計関連業務 
（イ）建設及び建設関連業務 
（ウ）施設の解体・撤去関連業務 
（エ）工事監理業務 
（オ）備品等の設置業務 
（カ）その他の業務 
ウ 開業準備業務 

（ア）供用開始前の広報活動 
（イ）供用開始前の予約受付業務 
（ウ）開館・開場式典、内覧会等の実施業務 
（エ）開業準備期間中の本施設の維持管理業務及び運営準備業務 
（オ）その他の効果的な活動 
エ 維持管理業務 

（ア）公園等施設保守管理業務 
（イ）建築物保守管理業務 
（ウ）建築設備保守管理業務 
（エ）備品等保守管理業務 
（オ）植栽維持管理業務 
（カ）清掃業務 
（キ）環境衛生管理業務 
（ク）警備業務 
（ケ）修繕・更新業務 
オ 運営業務 

（ア）運営管理業務【共通事項】 
（イ）大会・イベント等運営支援業務【共通事項】 
（ウ）広報・誘致業務【共通事項】 
（エ）災害時対応業務【共通事項】 
（オ）公園内行為の受付許可及び使用料の徴収等業務【公園全体】 
（カ）プレイリーダー配置業務（任意）【公園全体】 
（キ）駐車場・駐輪場管理運営業務【運動施設】 
（ク）利用料金の収受及び還付業務【運動施設】 
（ケ）公益財団法人日本陸上競技連盟公認再取得業務【運動施設】 
（コ）自主事業 
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カ 民間提案施設業務 

 
（７）本事業の概要 

現中央体育館、現陸上競技場、駐車場（有料）及びテニスコートは、市が指定する指定管

理者（以下、「現管理者」という。）が運営を行っている。本事業で整備する各施設の整備順

序は事業者の提案により決定する。以下に一例を挙げる。 
 

【（整備順序の一例）新中央体育館と新陸上競技場を同時期に整備する場合】 
現管理者は、現中央体育館、２か所の駐車場及びテニスコートでの運営を行う一方で、事

業者は現多目的グラウンド敷地付近に新中央体育館を、現陸上競技場の敷地付近に新陸上競

技場をそれぞれ整備し、順次供用開始した後、現中央体育館等を解体し公園等施設の整備を

行う。なお、テニスコート、第２（中屋町）駐車場は、引き続き既存施設として活用する。 
 
なお、本施設には主に自衛隊等応援部隊が活動拠点として駐屯する場合を想定し、地域防

災拠点と避難所に求められる機能・設備を用意する。 
また、災害発生時には、市職員や各種防災機関からの派遣職員等が活動する拠点となるこ

とを想定している。 
 

ア 事業対象用地 
施設名称 西宮中央運動公園 

地番 
・兵庫県西宮市河原町 3,3-2,8,23,28-2 

・兵庫県西宮市中屋町 29,39 

事業対象敷地面積 

65,153.25 ㎡：都市公園区域 

※内 61,018.60 ㎡：都市計画公園区域…整備対象敷地面積 

4,134.65 ㎡：テニスコート用地…運営・維持管理のみ 

中屋町駐車場 1,500 ㎡：都市公園区域外…運営・維持管理のみ 

現 

施設 

整備対象

敷地内 

・中央体育館（バスケットボール２面） 

・武道場（柔道１面、剣道１面、格技場（柔道２面分）） 

・西宮スポーツセンター（マシンジム、プレイング 

ルーム、卓球場等） 

・中央多目的グラウンド（１面） 

・陸上競技場（第４種公認 400m トラック、ベンチ観覧席 500

席） 

・第１（河原町）駐車場（一般 92 台＋障害者用２台）等 

解体対象 

・雨水貯留槽（450 ㎥） 継続利用 

・東 411 号水路、東 412 号水路 

改築、 

付替え、

移設 

整備対象

敷地外 

・中央運動公園テニスコート（５面、更衣室、シャワー室） 

・第２（中屋町）駐車場（一般 48 台＋障害者用３台） 
継続利用 

・東 402 号水路 
改築、 

付替え 
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イ 本事業の施設構成 
都市公園法及び都市公園法施行令にて定義されている「公園施設の種類」の定義とは一致

しないので注意すること。 

区分 諸室名・内容 

本
件
施
設 

本
施
設 

公
園
等
施
設 

公園 

施設 

だれもが遊べる遊具広場（ちびっこ広場） 

四阿(あずまや)等の休憩施設、トイレ、ウォーキング・ランニングコース、

屋外多目的コート、壁打ちテニスコート 

エントランス広場・にぎわい創出広場 

園路・通路、駐輪場・駐車場、外灯等 

防災 

施設 

防災備蓄倉庫、臨時ヘリポート（陸上競技場フィールド内）、マンホールトイ

レ、防災行政無線屋外拡声子局、井戸、防災サイン、防火水槽等 

雨水 

貯留槽 

3,500 ㎥程度 

※既存に追加して新設 

※運営・維持管理対象外（整備のみ） 

水路 東 411 号水路、東 412 号水路の改築・付替え・移設 

公園管

理倉庫 

32 ㎡程度（16 ㎡程度×２室） 

公園管理倉庫、大気汚染常時監視測定局 

※既存大気汚染常時監視測定局を撤去し新設 

※測定局部分のみ運営・維持管理対象外（整備のみ） 

建
築
施
設 

新中央

体育館 

メインアリーナ、サブアリーナ、メインアリーナ観覧席、武道場、会議室（多

目的室）、救護室、授乳室、エントランス、更衣・シャワー室、男・女トイレ、

バリアフリートイレ、管理事務室、市担当課分室、器具庫、機械室等 

新陸上

競技場 

トラック・フィールド、観覧席（メインスタンド）、その他ウォーミングアッ

プ兼観覧スペース、更衣・シャワー室、器具庫、トイレ、控室、会議室等 

既
存
施
設 

テニス 

コート 

テニスコート、クラブハウス、男・女更衣室、男・女トイレ等 ※継続利用、

運営・維持管理のみ 

第２（中屋町）

駐車場 

一般 48 台、障害者用３台 

※継続利用、運営・維持管理のみ 

そ
の
他
施
設 

事業用地内 
計画地南西側の青木町交差点に面した角地に本事業とは別に建設する公共施

設（消防署）予定地の造成 ※詳細設計及び施工のみ 

事業用地外 

市道西第 715 号線の道路改良工事に伴う歩道の整備・東 402 号水路の改築ま

たは付替え、雨水貯留槽整備に伴う導流渠の整備 ※基本設計、詳細設計及

び施工 

民間提案施設 事業者提案による民間施設 

 
 
（８）事業者の収入 

本事業における事業者の収入は、次のとおりである。 

ア 施設整備業務に係る対価 

市は、施設整備業務に係る対価について、本施設及びその他施設の市への所有権移転後、
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特定事業契約（以下「事業契約」という。）においてあらかじめ定める額を、割賦方式に

より事業者に支払う。なお市は、施設整備業務に係る対価の一部に国の補助金・交付金及

び起債の活用を予定しており、これらの収入については、各施設の解体期間及び建設期間

にわたり出来高で支払う。 

施設整備業務に係る対価は、次の対価に区分される。 

（ア）新中央体育館の施設整備業務に係る対価 
（イ）新陸上競技場の施設整備業務に係る対価 

（ウ）公園等施設の施設整備業務に係る対価 

（エ）その他施設の施設整備業務に係る対価 

イ 開業準備業務に係る対価 

市は、開業準備業務に係る対価について、事業契約においてあらかじめ定める額を、各

施設の開業準備業務終了後に一括して事業者に支払う。なお、開業準備業務に係る対価は、

次の対価に区分される。 

（ア）新中央体育館の開業準備業務に係る対価 

（イ）新陸上競技場の開業準備業務に係る対価 

（ウ）公園等施設の開業準備業務に係る対価 

ウ 運営及び維持管理業務に係る対価 

市は、運営・維持管理業務に係る対価について、事業契約においてあらかじめ定める額

を、運営・維持管理期間にわたり事業者に支払う。なお、運営・維持管理業務に係る対価

は、次の対価に区分される。 

（ア）新中央体育館の運営・維持管理業務に係る対価 

（イ）新陸上競技場の運営・維持管理業務に係る対価 
（ウ）公園等施設の運営・維持管理業務に係る対価 

エ 本件施設に係る収入 

事業者による各施設の運営・維持管理業務開始後の各施設利用料及び付帯事業に係る収

入は、事業者の収入とする。ただし、利用料金収入（施設・器具・照明・冷暖房及び駐車

場）の３％を市への納付金としてそれぞれ納付することとする。なお、当該納付金につい

て市は、原則として施設利用者のために実施する各種施策に還元することとし、具体的な

方法については、事業契約締結後に事業者と協議する予定である。 

また、自動販売機売上高のうち９％、広告料及びネ―ミングライツから得られる収入の

うち 50％をそれぞれ市に納付するものとする。 

オ 民間提案施設業務に係る収入 

事業者は、本事業の目的の実現と市有地の有効活用を図る観点から、事業者の提案によ

り、民間提案施設を設けることができる。民間提案施設業務に係る収入は、事業者の収入

とする。 
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２ 市が自ら事業を実施する場合とＰＦＩ事業として実施する場合の評価 

（１）評価方法 
ア 選定の基準 

本事業をＰＦＩ事業として実施することにより、事業期間を通じた市の財政負担額の軽

減を期待できること、又は市の財政負担額が同一の水準にある場合においてサービス水準

の向上が期待できることを選定の基準とした。 

イ 定量的な評価 

市が自ら実施する場合の市の財政負担額の総額とＰＦＩ事業として実施する場合の市の

財政負担額の総額を算出のうえ比較し、これを現在価値に換算することで定量的な評価を

行った。 

ウ 定性的な評価 

本事業をＰＦＩ事業として実施する場合のサービス水準の向上について、定性的な評価

を行った。 

（２）定量的評価 

ア 定量的評価の前提条件 

本事業において、市が自ら実施する場合の市の財政負担額の総額とＰＦＩ事業として実

施する場合の市の財政負担額の総額との比較を行うにあたり、その前提条件を次のとおり

設定した。 

なお、これらの前提条件は、ＶＦＭを算定する上で、市が独自に設定したものであり、

入札における実際の入札参加者の提案内容を制約するものではなく、また、一致するもの

でもない。 

 

ＶＦＭ検討の前提条件 

項目 値 算出根拠 

ア 割引率 1.16％ 
過去の長期国債利回りとＧＤＰデフレーターの推移を

参考に設定。 

イ 物価上昇率 考慮していない 
物価変動に伴う対価の改定を予定しているため、物価上

昇は見込まない。 

ウ リスク調整値 考慮していない 定量化が困難なため、リスク調整費は考慮していない。 
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事業費などの算出方法 

項目 
市が自ら実施する場合

の費用の項目 

ＰＦＩ事業として実施

する場合の費用の項目 
算出根拠 

ア 利用者収

入等の算出

方法 

施設利用料収入 同左 

○市が自ら実施する場合 

・既存施設及び同種類似施設の実績値

等を参考に設定 

○ＰＦＩ事業として実施する場合 

・既存施設及び同種類似施設の実績値

等を参考に設定 

イ 施設整備

業務に係る

費用の算出

方法 

・設計費 

・建設費 

・解体・撤去費 

・工事監理費 等 

・設計費 

・建設費 

・解体・撤去費 

・工事監理費 

・建中金利 等 

○市が自ら実施する場合 

・施設整備業務に係る費用について

は、同種類似施設の実績値等を参考

に設定 

・開業準備業務に係る費用について

は、既存施設及び同種類似施設の実

績値等を参考に設定 

・運営業務及び維持管理業務に係る費

用については、既存施設及び同種類

似施設の実績値等を参考に設定 

○ＰＦＩ事業として実施する場合 

・市が自ら実施する場合に比べ一定の

割合の縮減が実現するものとして設

定 

ウ 開業準備

業務に係る

費用の算出

方法 

・開業準備費 同左 

エ 運営・維持

管理業務に

係る費用の

算出方法 

・人件費 

・光熱水費 

・修繕・更新費 

・その他の運営・維持

管理費等 

同左 

オ 資金調達

に係る費用

の算出方法 

・交付金 

・起債 

・一般財源 

・一時支払金 

・自己資本 

・銀行借入 

○市が自ら実施する場合 

・市が交付金、起債及び一般財源で資

金調達を行うものとして設定 

○ＰＦＩ事業として実施する場合 

・事業者が市からの一時支払金に加

え、自己資本もしくは銀行借入で資

金調達を行うものとして設定 

カ その他の

費用 
・起債利息 

・銀行借入利息 

・公租公課 

・ＳＰＣ関連費 

・アドバイザー費等 

○ＰＦＩ事業として実施する場合 

・銀行借入利息、ＳＰＣ関連費（ＳＰ

Ｃ設立・運営費、税・配当等）及び

ＰＦＩ事業実施に係るアドバイザー

費等を設定 

イ 算出方法及び評価結果 

上記の前提条件を基に、市が自ら実施する場合の市の財政負担額の総額とＰＦＩ事業と

して実施する場合の市の財政負担額の総額を、事業期間中にわたり年度別に算出し、現在

価値換算額で比較した。 

本事業を市が自ら実施する場合とＰＦＩ事業として実施する場合とを比較した結果は、

次のとおりである。 

 

項目 値 

市が自ら実施する場合 100％ 

ＰＦＩ事業として実施する場合 93.07％ 

ＶＦＭ 6.93％ 
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（３）定性的評価 

本事業をＰＦＩ事業として実施した場合、次のような定性的な効果が期待できる。 

ア 利用者ニーズに対応した運動公園の実現 

本事業をＰＦＩ事業として事業者に委ね、事業者が有する体育施設や公園施設に関する

専門的な知識や運営ノウハウを活用することにより、利用者ニーズを反映したきめ細かい

サービスの提供ができ、市が基本計画に掲げる整備方針の具現化が期待できる。 

イ 効果的・効率的な施設整備・運営・維持管理の実施 

事業者に一括して性能発注することにより、施設整備、運営、維持管理の各業務を各々

分割して発注する場合に比べ、供用開始後の運営・維持管理方針に即した効果的かつ効率

的な施設整備が可能になり、施設の利便性や機能性の向上が期待できる。特に本事業は複

数の施設を段階的に整備する複雑な整備工程であるため、事業者のノウハウ発揮により、

既存利用者の利便性確保にも配慮した工程計画の立案等が期待できる。 

また、長期的な視点で運営・維持管理が実施されることによるライフサイクルコストの

縮減等、事業者による各業務を通じた包括的な創意工夫の発揮が期待でき、より効率的か

つ機能的な運営・維持管理の実現が期待できる。 

ウ 事業期間にわたるサービスの水準の確保 

長期的かつ包括的に発注することで、社会環境の変化や多様化する利用者ニーズへの迅

速かつ柔軟な対応、複数年にわたる業務改善効果による継続的なサービス水準の向上が期

待できる。 

エ リスク分担の明確化とリスク管理の最適化 

事業開始前からリスクを想定し、その責任を適切に分担することにより、事業全体にお

けるリスク管理の最適化が図られ、問題発生時の適切かつ迅速な対応が可能となる。それ

により、事業目的の円滑な遂行や安定した事業運営の確保が期待できる。 

（４）総合評価 

本事業をＰＦＩ事業として実施することにより、市が直接実施する場合に比べ、事業期間

全体を通じた市の財政負担額の総額について 6.93％の縮減が期待できるとともに、公共サー

ビスの水準の向上等の定性的効果も期待することができる。 

以上により、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適切であると認められることから、

ＰＦＩ法第７条に基づく特定事業として選定する。 


